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【Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－

②】 

② 外来感染対策向上加算の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

第８次医療計画における新興感染症発生・まん延時に備え、外来にお
ける適切な感染管理の下での発熱患者等への対応を更に推進する観点か
ら、外来感染対策向上加算について要件及び評価を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．外来感染対策向上加算について、要件の見直しを行うとともに、当
該加算の届出を行う保険医療機関において、適切な感染防止対策を講
じた上で発熱患者等の診療を行った場合の加算を新設する。 

２．外来感染対策向上加算の施設基準における新興感染症発生時の対応
に係る要件について、第８次医療計画における協定締結の類型に合わ
せて内容を見直す。 

 

改 定 案 現   行 

【外来感染対策向上加算】 

［算定要件］ 

注 11 組織的な感染防止対策につき

別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして

地方厚生局長等に届け出た保険

医療機関（診療所に限る。）にお

いて初診を行った場合は、外来

感染対策向上加算として、月１

回に限り６点を所定点数に加算

する。ただし、発熱その他感染

症を疑わせるような症状を呈す

る患者に対して適切な感染防止

対策を講じた上で初診を行った

場合については、発熱患者等対

応加算として、月１回に限り 20

点を更に所定点数に加算する。 

 

[施設基準] 

三の三 医科初診料及び医科再診料

の外来感染対策向上加算の施設基準 

【外来感染対策向上加算】 

［算定要件］ 

注 11 組織的な感染防止対策につき

別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして

地方厚生局長等に届け出た保険

医療機関（診療所に限る。）にお

いて初診を行った場合は、外来

感染対策向上加算として、月１

回に限り６点を所定点数に加算

する。 

 

 

 

 

 

 

 

[施設基準] 

三の三 医科初診料及び医科再診料

の外来感染対策向上加算の施設基準 
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(1)  (略) 

(2) 当該保険医療機関内に感染防止

対策部門を設置し、組織的に感染

防止対策を実施する体制及び感染

症の患者を適切に診療する体制が

整備されていること。 

(3) （略） 

 

１ 外来感染対策向上加算に関する

施設基準 

(1）～(12) （略） 

(13) 当該医療機関の外来において、

受診歴の有無に関わらず、発熱そ

の他感染症を疑わせるような症状

を呈する患者の受入れを行う旨を

公表し、受入れを行うために必要

な感染防止対策として発熱患者の

動線を分ける等の対応を行う体制

を有していること。 

(14) 感染症法第 38 条第２項の規定

に基づき都道府県知事の指定を受

けている第二種協定指定医療機関

（第 36 条の２第１項の規定によ

る通知（同項第２号に掲げる措置

をその内容に含むものに限る。）

又は医療措置協定（同号に掲げる

措置をその内容に含むものに限

る。）に基づく措置を講ずる医療

機関に限る。）であること。 

(15)～(17) （略） 

(18) 感染症から回復した患者の罹患

後症状が持続している場合に、

当該患者の診療について必要に

応じて精密検査が可能な体制又

は専門医への紹介が可能な連携

体制があることが望ましいこ

と。 

(19) （略） 

 

[経過措置] 

令和６年３月 31 日において現に外

来感染対策向上加算の届出を行って

いる保険医療機関については、令和

６年 12 月 31 日までの間に限り、１

(1)  (略) 

(2) 当該保険医療機関内に感染防止

対策部門を設置し、組織的に感染

防止対策を実施する体制が整備さ

れていること。 

 

(3) （略） 

 

１ 外来感染対策向上加算に関する

施設基準 

(1）～(12) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 新興感染症の発生時等に、都道

府県等の要請を受けて発熱患者の

診療等を実施する体制を有し、そ

のことを自治体のホームページに

より公開していること。 

 

 

 

 

 

(14)～(16) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

(17) （略） 

 

[経過措置] 

（新設） 
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の(14)の基準を満たしているものと

みなす。 

 

※ 再診料、医学管理料等のうち外

来感染対策向上加算の対象となる

もの及び精神科訪問看護・指導料

における外来感染対策向上加算に

ついても同様。 

 

【在宅医療】 

[算定要件] 

通則 

５ 組織的な感染防止対策につき

区分番号Ａ０００に掲げる初診

料の注 11 及び区分番号Ａ００１

に掲げる再診料の注 15 に規定す

る別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関（診療所に限る。）に

おいて、第１節の各区分に掲げ

る在宅患者診療・指導料のうち

次に掲げるものを算定した場合

は、外来感染対策向上加算とし

て、月１回に限り６点を所定点

数に加算する。ただし、発熱そ

の他感染症を疑わせるような症

状を呈する患者に対して適切な

感染防止対策を講じた上で診療

を行った場合については、発熱

患者等対応加算として、月１回

に限り 20 点を更に所定点数に加

算する。この場合において、区

分番号Ａ０００に掲げる初診料

の注 11、区分番号Ａ００１に掲

げる再診料の注 15、第１部の通

則第３号又は区分番号Ｉ０１２

に掲げる精神科訪問看護・指導

料の注 13 にそれぞれ規定する外

来感染対策向上加算を算定した

月は、別に算定できない。 

６・７ （略） 

 

 

【在宅医療】 

[算定要件] 

通則 

５ 組織的な感染防止対策につき

区分番号Ａ０００に掲げる初診

料の注 11 及び区分番号Ａ００１

に掲げる再診料の注 15 に規定す

る別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関（診療所に限る。）に

おいて、第１節の各区分に掲げ

る在宅患者診療・指導料のうち

次に掲げるものを算定した場合

は、外来感染対策向上加算とし

て、月１回に限り６点を所定点

数に加算する。この場合におい

て、区分番号Ａ０００に掲げる

初診料の注 11、区分番号Ａ００

１に掲げる再診料の注 15、第１

部の通則第３号又は区分番号Ｉ

０１２に掲げる精神科訪問看

護・指導料の注 13 にそれぞれ規

定する外来感染対策向上加算を

算定した月は、別に算定できな

い。 

 

 

 

 

 

 

６・７ （略） 




